
埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市町村の母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援センター）と子ども家庭

総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的相談を行う機能を有する

機関の整備等を推進するとともに、支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象

とした新たな家庭支援（訪問支援等）を推進していくことで包括的な支援体制の構築を図

るため、県は市町村が実施する新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援

事業に係る経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付については、「安心こども基金管理運営要領」（平成 21年 3 月 5日付

20 文科初第 1279 号雇児発第 0305005 号の別紙）及び「補助金等の交付手続等に関する規

則」（昭和 40 年埼玉県規則第 15 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 この補助金は、市町村が行う「埼玉県子育て支援特別対策事業実施要綱」（以下、事

業実施要綱という。）に定める以下の事業を交付の対象とする。 

（１）別添２０ 「母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業」 

（２）別添２１ 「母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業」 

（３）別添２２ 「子育て世帯訪問支援臨時特例事業」 

  （但し、妊産婦のいる家庭への支援に限る。） 

（４）別添２５ 「妊婦訪問支援事業」 

 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、次により算出する。ただし、事業ごとに算出された交付額

に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１） 第２条に定める事業ごとに、対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金そ

の他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２） 第２条に定める事業ごとに、別表に定める補助基準額を算定する。 

（３） 事業ごとに、（１）により選定された額と（２）により算出した額とを比較していずれ

か少ない方の額に別添の５欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を交付

額とする。 

 

（補助金の支払） 

第４条 この補助金は概算払いをすることができるものとする。 

 

 



（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付決定には、以下の各号の条件が付されるものとする。 

（１）事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければな

らない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業にか

かる歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日（事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了

後５年間保管しておかなければならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）で定めている耐用年数を経過する

まで、知事の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を県に納付させることがある。 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

（８）市町村が（１）から（７）により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部ま

たは一部を県に納付させることがある。 

 

（交付申請） 

第６条 規則第４条第１項に定める申請書の様式は様式第１号のとおりとし、その提出期限

は、別途定めるものとする。 

２ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（変更交付申請） 

第７条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請等

を行う場合には、前条の規定に準用し、申請書の様式は様式第１号の２のとおりとする。 

 

（交付決定） 

第８条 規則第７条に定める交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

 

 

 



（実績報告） 

第９条 規則第１３条に定める実績報告書の様式は、様式第３号のとおりとし、当該報告書の

提出は、事業完了後（第５条第１項第２号により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、当該承認通知を受理後）１か月以内又は当該事業年度の末日のいずれか早い日とする。 

 

（交付確定） 

第１０条 規則第１４条の交付確定通知書は、様式第４号により行う。 

 

（書類の整備等） 

第１１条 市町村は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、  

当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の属する会計年度の翌年度か

ら５年間保管しなければならない。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  



 

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助率 

（１） 

母子保健・

児童福祉 

一体的相談

支援機関整

備事業 

① 本体工事 １施設当たり １７，６３５千円  施設の整備に必要な工事

費又は工事請負費及び工事

事務費（工事施工のため直接

必要な事務に要する費用で

あって、旅費、消耗品費、通

信運搬費、印刷製本費及び設

計監督料等をいい、その額

は、工事費又は工事請負費の

２．６％に相当する額を限度

額とする。以下同じ）。 

 ただし、別の補助金等又

はこの種目とは別の種目に

おいて別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。)、

工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められ

る委託費、分担金及び適当

と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

９／１０ 

② 特殊附帯

工事 

１施設当たり １６，８０４千円  特殊附帯工事費に必要な

工事費又は工事請負費 

③ 地域交流

スペース加算 

１施設当たり  １２，２７３千円  地域に密着した独自の事

業を実施するための場等を

確保する整備であって、平

成２０年６月１２日雇児発

第０６１２００８号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局

長通知「次世代育成支援対

策施設整備交付金における

地域福祉の推進等を図るた

めのスペース（地域交流ス

ペース）の整備について」に

定める基準に適合する整備

に必要な事費又は工事請負

費及び工事事務費 

④ 開設準備

（２（１）①に

より整備を行

う場合 

１施設当たり ７，４３５千円 

 一体的相談支援機関の開

設準備に必要な費用 ⑤ 開設準備

（２（１）②又

は③により整

備を行う場合 

１施設当たり ３，６２８千円 

⑥ 解体撤去

工事 

１施設当たり １，００３千円  解体撤去に必要な工事費

又は工事請負費及び仮設施

設整備に必要な賃借料、工

事費又は工事請負費 

⑦ 仮設施設

整備工事 

１施設当たり １，７８０千円 

別表 



１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助率 

（２） 

母子保健・

児童福祉一

体的相談支

援機関運営

事業 

① 統括支援

員の配置支援 

１か所当たり ６，２７２千円（年額） 

 ただし配置期間が12 か月に満たない場

合には、上記補助基準額に「事業実施月数

（※）÷12 月」を乗じた額（千円未満切

り捨て）を補助基準額とする。 

（※）「事業実施月数」とは、統括支援員を配置

した日の属する月から統括支援員の配置がなされ

なくなった日の前日が属する月までとする。 

 報酬、給料及び職員手当

等、旅費、需用費（消耗品

費、教材費、燃料費、印刷

製本費、会議費、光熱水

費）、改修費、備品購入

費、役務費（通信運搬費、

広告費、保険料）、報償

費、委託料、使用料及び賃

借料、共済費、扶助費、 

補助金、負担金 

５／６ 

② 家庭・養

育環境支援事

業の円滑導入

支援 

１市町村当たり３，２０８千円（年額） 

（３） 
子育て世帯

訪問支援臨

時特例事業 

① 訪問支援

費用 

１市町村あたり 
 延べ利用時間数×３，０００円 
 延べ利用件数 ×１，８６０円 
（ⅰ）利用者負担軽減を実施する場合 

 上記により算出した額の合算額か

ら、以下に該当する世帯に対して定め

る利用者負担額の合算額を控除した額 

 

 

 
 

（ⅱ）利用者負担軽減を実施しない場合 

 一律に上記により算出した額の合算

額からその他世帯の利用者負担額を控

除した額 

 報酬、給料及び職員手当

等、旅費、需用費（消耗品

費、教材費、燃料費、印刷製

本費、会議費、光熱水費）、

備品購入費、役務費（通信運

搬費、広告料、保険料）、 
報償費、委託料、使用料及び

賃借料、共済費、扶助費、 

補助金、負担金 

３／４ 

② 事務費・ 
 管理費 

１委託事業所あたり５６４，０００円 

（４） 
妊 婦 訪 問
支援事業 

① 活動費  訪問１件あたり ９，０８０円 妊婦訪問支援事業を実施す

る場合に必要な報酬、給与

及び職員手当等（ただし、

会計年度任用職員及び臨時

的任用職員に関するものに

限る）、報償費、共済費、

旅費、需用費（消耗品費、

燃料費、印刷製本費及び光

熱水費）、役務費（通信運

搬費、広告料）、委託料、

使用料及び賃借料、備品購

入費、負担金、補助及び交

付金等 

１／２ 
② 民間へ委

託する場合の 

 事業費 

年額 ５６４，０００円 

 延べ利用時間数 × 延べ利用件数 × 
生活保護世帯 ０円 ０円 
住民税非課税世帯 ３００円 １９０円 
住民税所得割課税額 
７７，１０１円未満世帯 

６００円 ５３０円 

その他世帯 １，５００円 ９３０円 



様式第１号 

  第       号 

    年  月  日 

 

  年度埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

補助金交付申請書 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

 

                     市町村長         

 

 下記のとおり   年度埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備してい

くための支援事業補助金の交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関す

る規則第４条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 交付申請額    金        円 

 

３ 添付書類 

（１）埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

   事業計画書（別表１） 

（２）その他参考となる資料 

 

課(所・センター)名  

係(担当)名  

担当者名  

電話  



様式第１号の２ 

  第       号 

    年  月  日 

 

年度埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

補助金変更交付申請書 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

 

                     市町村長         

 

   年  月  日付  第    号で交付決定された標記補助金につい

て、交付決定の内容の一部を次のとおり変更されたく関係書類を添えて申請し

ます。 

 

記 

 

１ 変更する補助事業の名称 

 

２ 交付申請額      金        円 

  うち今回追加申請額  金        円 

 

３ 添付書類 

（１）埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

   事業計画書（別表１） 

（２）その他参考となる資料 

 

課(所・センター)名  

係(担当)名  

担当者名  

電話  



様式第２号 
 

 第     号 

年  月  日 

 

  年度埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

補助金交付決定通知書 

 

 

 市町村長 様 

 

                    埼玉県知事 

 

     年  月  日付  第    号で申請のあった標記補助金につ

いては、下記のとおり交付します。 

 

記 

 

１ 交付決定する補助事業 

 

２ 交付決定額    金           円 

 

３ 支 払 方 法 

 

４ 交 付 条 件 

（１）この補助金は、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼

玉県規則第１５号）及び埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備

していくための支援事業補助金交付要綱に基づき交付するものであ

ること。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受け

なければならない。 

 

 



様式第３号 

  第       号 

    年  月  日 

 

 年度 埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

補助金実績報告書 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

 

                     市町村長        印 

 

     年  月  日付   第   号で標記補助金の交付決定を受け

た補助事業について事業が完了しましたので、補助金等の交付手続等に関する

規則第１３条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 補助金交付決定額         円 

     

３ 添付書類 

 （１）埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

    補助金精算額調書（別表２） 

 （２）その他参考となる資料 

 

課(所・センター)名  

係(担当)名  

担当者名  

電話  



様式第４号 
 

  第     号 

    年  月  日 

 

 年度 埼玉県新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 

補助金交付確定通知書 

 

 

 市町村長        様 

 

                     埼玉県知事 

 

    年  月  日付  第    号で交付決定の通知をした標記補助

金については、下記のとおりその額を確定したので、補助金等の交付手続等に

関する規則第１４条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交 付 決 定 額    金           円 

 

２ 交 付 確 定 額    金           円 

 

３ 過 不 足 ( △ ) 額    金           円 


